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○ 防衛大臣の決裁、防衛副大臣の代決、防衛事務次官の専決及び代決並びに防衛省本省の内部部局におけ

る専決及び代決並びに防衛装備庁長官の専決に関する訓令（昭和３５年防衛庁訓令第５号）新旧対照表（

附則第４条関係）

（下線部分は今回改正部分）

改 正 案 現 行

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係）

４ 人事教育局長専決事項 ４ 人事教育局長専決事項

所掌する課等 専 決 事 項 所掌する課等 専 決 事 項

人事計画・補 (1)～(27) （略） 人事計画・補 (1)～(27) （略）

任課 (28) 選考による自衛官の採用の 任課 (28) 自衛官の採用の基準に関す

基準に関する訓令（平成２９ る訓令（昭和３０年防衛庁内

年防衛省訓令第 号）第２ 訓第１号）第２条の規定に基

条第２項の規定に基づく承認 づく承認に関すること。

に関すること。

(29) （略） (29) （略）
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○ 自衛官の育児休業に伴う任期付採用に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１５６号）新旧対照表（附

則第５条関係）

（下線部分は今回改正部分）

改 正 案 現 行

（選考による自衛官の採用の基準に関する訓令 （自衛官の採用の基準に関する訓令等の適用除

等の適用除外） 外）

第１２条 選考による自衛官の採用の基準に関す 第１２条 自衛官の採用の基準に関する訓令（昭

る訓令（平成２９年防衛省訓令第 号）及び 和３０年防衛庁内訓第１号）及び元自衛官の再

元自衛官の再任用に関する訓令（昭和３７年防 任用に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第５

衛庁訓令第５９号）の規定は、任期付自衛官に ９号）の規定は、任期付自衛官については適用

ついては適用しない。 しない。
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○ 防衛省職員の配偶者同行休業に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第４号）新旧対照表（附則第６条関

係）

（下線部分は今回改正部分）

改 正 案 現 行

（選考による自衛官の採用の基準に関する訓令 （自衛官の採用の基準に関する訓令等の適用除

等の適用除外） 外）

第１３条 選考による自衛官の採用の基準に関す 第１３条 自衛官の採用の基準に関する訓令（昭

る訓令（平成２９年防衛省訓令第 号）及び 和３０年防衛庁内訓第１号）及び元自衛官の再

元自衛官の再任用に関する訓令（昭和３７年防 任用に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第５

衛庁訓令第５９号）の規定は、任期付自衛官に ９号）の規定は、任期付自衛官については適用

ついては適用しない。 しない。


